
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

１【区　　　分】 会計年度任用職員

２【職　　　名】 一時保護所福祉業務専門員

３【任用予定人数】　若干名

４【職 務 内 容】

　・　一時保護中の2歳～18歳までの子どもの生活支援

　・　学習指導の補助、行動観察、緊急時対応、入退所対応等

５【勤 務 場 所】 　豊島区児童相談所　　豊島区長崎3‐6‐24

６【勤務日数及び勤務時間】　 月16日（シフト制）、1日7時間45分

①日勤　8時30分～17時15分

②遅番　12時30分～21時15分

③早番  7時30分～16時15分

７【時間外労働】 原則なし　※ただし、緊急時等の場合に可能性あり。

８【休　日　等】 ４週８日休　※土曜日、日曜日、祝日の勤務あり

９【任用予定日】   合格連絡後、翌月又は翌々月　

10【任 用 期 間】　 採用日から令和8年3月31日まで

11【条件付採用期間】　 原則1か月　※任用の都度、条件付採用期間あり。

12【応 募 要 件】　　

（１）、（２）のどちらにも該当する者

（１）次のいずれかに該当する者

・保育士の資格を有する者

・幼稚園教諭の資格を有する者

・児童指導員の任用資格を有する者

・社会福祉士の資格を有する者

・学校教育法に基づく大学において、心理学、教育学、社会学もしくは

　社会福祉学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

（２）児童養護施設、一時保護所、保育所、児童館、学童クラブ等における

児童福祉に関する実務経験があること

地方公務員法第16条の規定に基づき、以下に該当する方は受験できません。

―地方公務員法第16条(欠格条項)―

令和７年度 豊島区会計年度任用職員（一時保護所福祉業務専門員）募集案内

令 和 7 年 8 月

豊 島 区

※１ 勤務成績が良好な場合、公募によらず、再度の任用を行うことがある。

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若し
くは選考を受けることができない。
１　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
２　当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
３　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し
　　刑に処せられた者
４　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること
　　を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※２ 欠員状況に応じて、任用期間が異なる場合がある。



13【選 考 方 法】   

面接選考 実施日時　　　　　申込み書類受領後、通知します。

        　　　　 時　間　　　　　　時間指定あり、20分程度

会　場　　　　　　豊島区児童相談所会議室

結果発表 面接実施後、10日程度で通知いたします。

※  合否に関わらず受験者全員に郵送により通知いたします。

※  電話等による合否の問い合わせには応じられません。

14【健 康 診 断】　合格者について実施します。

・日　　時　　　　　別途お知らせいたします。

・場　　所　　　　　豊島健康診査センター　　

豊島区上池袋2-5-1健康プラザとしま6階

・検査内容　　　　　胸部レントゲン、検尿、採血、血圧測定など

15【採用後の待遇】

・報　酬　　　　　　 月額218,000円程度（地域手当相当報酬を含む。）

※条例等の定めるところにより金額が変更される場合があります。

・諸手当報酬等 通勤費相当、勤勉手当、期末手当、特殊勤務手当相当

・社会保険　　　　　 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、（介護保険）が適用

・年次有給休暇　　　 任用期間に応じて1日から12日間

・特別休暇　　　　　 慶弔休暇など

・妊娠・出産休暇　　 出産前後の14週間（産前6週、産後8週、無給、社会保険制度による給付あり）

・育児時間　　　　　 1日2回各30分（生後１歳未満）

16【服　　　務】　 地方公務員法に規定する服務の各規程が適用。

17【申 込 手 続】　 所定の申込書(写真貼付)・自己申告書を作成のうえ下記の申込み先にお送りください。

なおご提出いただいた申込書等は返還いたしませんのでご了承ください。

申込
方法

・土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く、

　午前9時から午後5時まで

・封筒の表面に「会計年度任用職員採用選考申込書

　在中」と朱書きし、簡易書留により郵送のこと。

　簡易書留でない場合の事故は責任を負いません。

令和7年11月 8月8日～9月10日 〔申込み・問合せ先〕

令和7年12月 9月12日～10月8日 豊島区児童相談所管理グループ　

令和8年1月 10月10日～11月5日 〒171-0051　豊島区長崎3-6-24

令和8年2月 11月7日～12月3日 電話　03-6758-7913

令和8年3月 12月5日～12月24日

採用時期

募集定員に達した場合、募集を締め切ります。

申込期間（必着）

申込み期間 受付方法

下記表参照
※採用時期により申込期間が変わり
ます。

持参

郵送

（服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、
　守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止）


